
大分県では
自分の家で消費する
太陽光発電設備に対して
導入費用の一部を補助しています！
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令和８年度自家消費型太陽光発電設備等導入事業費補助金

～補助金を受け取るまでの流れ～

補助事業窓口及び問い合わせ先はこちら

一般財団法人 大分県建築住宅センター

TEL：097-537-0300 E-mail：taiyoko2026@okjc.or.jp
窓口対応時間：8時30分～16時00分（月曜日～金曜日、祝日を除く）

大分県 太陽光 補助金

その他補助条件等については裏面をご確認ください

個人（大分県内の住宅に設置しようとする方）補助対象

太陽光発電＋蓄電池対象設備

太陽光
３万５千円／ｋW

補助率

蓄電池
１／３（設備費・工事費が１５万５千円／ｋWhまでの蓄電池に限る）

※太陽光＋蓄電池を導入する場合の上限は２００万円です。

申請期間 令和８年５月２５日 ～ １１月３０日（月）
※予算上限に達し次第終了します。



１．一次募集期間
交付申請期間：令和８年５月２５日（月曜日）から令和８年１１月３０日（月曜日）まで
※予算上限に達し次第、終了します。

２．補助対象設備
（１）太陽光発電設備及び蓄電池のセット

※新築（設計中、建築中）物件への設置は対象外です。

３．補助率等※補助の上限は２００万円です。
（１）太陽光発電設備

出力１kWあたり３万５千円（定額）
※出力は、太陽電池モジュール公称最大出力の合計値または
パワーコンディショナー出力の合計値のいずれか低い方

※kWは小数以下切り捨て

（２）蓄電池
蓄電池の価格（工事費込み、税抜き）の３分の１

※定格蓄電容量１kWhあたりの価格（工事費込み、税抜き）が１５万５千円を超える蓄電池
は補助対象外設備となり、補助金を受けることができません。

※千円未満切り捨て

４．補助金に関する注意事項
（申請・着工時期に関すること）
・令和９年２月１までに実績報告が提出できる事業に限ります。
・交付決定前に契約・発注、支払いや工事に着工することはできません。
※県からの交付決定通知（書類に不備がなければ申請から概ね30営業日後）が出る前に着手
金等の支払いや着工を行うと、補助金を受けることができなくなります。

・申請は先着順に受付を行い、予算額に達した時点で募集を終了します。

（導入設備に関すること）
・固定価格買取制度（FIT制度）やFIP制度の認定を受ける場合は、補助金を受けることが
できません。

・導入した太陽光発電設備により発電した電力量について、住宅に設置する場合は30％以上、
を自家消費する必要があります。

（その他）
・本補助金の交付対象経費と重複して、国の他の補助金等を受けることはできません。
・導入した設備は、環境省の基準に従い、法定耐用年数が経過するまで補助金の目的に沿って
適正に使用する必要があります。

・補助事業終了から５年間、毎年４月末までに発電・売電の状況報告をして頂きます。
・虚偽や不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定
の取消しや補助金の返還を求めることがあります。

５．予算
１７８，１００，０００円

本事業は、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金「重点対策加速化事業」
の財源を活用して、実施しております。


